
  

地地域域支支援援ススーーパパーーババイイズズ事事業業（（権権利利擁擁護護相相談談）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次のような相談に助言しています。 
● 年金を親族が管理しているが、本人のために使われていないようだ。 

● 悪質商法にのせられて不必要なものを買わされているようだ。 
● 知人から財産を侵害されている。 
● 多額の借金をしてしまい、生活困難になっている人をどう支援すればいいのか。 
● 親亡き後、障がいのある子の財産の管理は誰にたのめばいいのか。 
● 成年後見制度の利用が必要だが、どのようにすればいいのか。   など 
 

【権利擁護専門相談窓口】 

【大阪市・堺市以外】 

大阪府社会福祉協議会 地域福祉部 権利擁護推進室 

所在地  〒542-0065 大阪市中央区中寺 1丁目 1番地 54号 大阪社会福祉指導センター3階 

電話 06-6191-9500職員による電話相談（月曜日～金曜日の 10時～16時。祝日・年末年始除く） 

専門職による相談は事前予約が必要。（相談日 木曜日 13時～・14時半～） 

 

【大阪市】 

大阪市成年後見支援センター 

所在地  〒557-0024大阪市西成区出城 2丁目 5番 20号 大阪市社会福祉研修・情報センター3階 

電話 06-4392-8282職員による電話相談（月曜日～土曜日の 9時～17時。祝日・年末年始除く） 

    専門職による相談は、区役所・地域包括支援センター・総合相談窓口（ブランチ）・障がい者基幹相談支

援センター等からの事前予約が必要。 

 

【堺市】 

堺市権利擁護サポートセンター 

所在地  〒590-0078堺市堺区南瓦町 2番 1号 堺市総合福祉会館 4階 

電話 072-225-5655職員による電話相談（月曜日～金曜日の 9時～17時 30分。祝日・年末年始除く） 

    専門職による相談は事前予約が必要。（相談日 木曜日 13時～16時） 

      センターへの相談に際しては、まず地域包括支援センター、障がい者基幹相談支援センター等にご相談 

      ください。 

 

地域支援スーパーバイズ事業とは、認知症や知的障がい・精神障がいなどに

より判断能力が十分でない方の困りごとや、成年後見制度の利用などの相談に

対応する行政、高齢者・障がい者相談機関、その他事業所など関係機関・団体

を対象に、弁護士会・社会福祉士会と連携し、電話相談や来所による専門相談

で助言や情報提供を行うものです。 



社会福祉事業所における苦情解決第三者委員の設置促進について 

 

大阪府社会福祉協議会 

運 営 適 正 化 委 員 会 

  

厚生労働省では、苦情解決の体制や手順を記載した「社会福祉事業の経営者による福祉サー

ビスに関する苦情解決の仕組みの指針」を通知し、福祉サービスを提供する経営者が自ら苦情

解決に積極的に取り組む際の参考とするようにしています。 

この通知を受け、当委員会においても、社会福祉事業所における苦情解決のための第三者委

員の設置促進のため、研修の実施やポスター・リーフレット等の配布などの支援を行っている

ところです。 

各事業所におかれては、当委員会のポスター・リーフレット等を活用していただき、第三者

委員の設置や機能拡充に取り組んでいただければ幸いです。 

 

  

運営適正化委員会のポスター 昨年度、開催した研修会(今年度 12 月開催予定) 

 

 

事業所内に掲示するポスター、リーフレット等を希望する方は、運営適正化委員会事務局まで

ご連絡ください。必要部数を無償でお送りいたします。 

TEL：06-6191-3130（相談専用） E-ｍail：tekisei@osakafusyakyo.or.jp 



大阪府 福祉部 地域福祉推進室 地域福祉課
〒540-0008 大阪市中央区大手前３丁目２-１２
TEL：06-6944-9167 FAX：06-6944-6681

大阪府ホームページ：https://www.pref.osaka.lg.jp/chiikifukushi/daisansha/index.html

「第三者評価」受審の3つのメリット！

施設・事業所の
成長につながる！

▸事業者が提供しているサービスの質について改善点が明らかになります。

▸改善点が明らかになるため、サービスの質の向上に向けて具体的な目標が設定できます。

▸第三者評価を受ける過程で、職員間での諸課題の共有化と改善意欲の醸成が促進されます。

利用者等に
アピールできる！

▸評価結果を公表することにより、より多くの方々に事業所をＰＲできます。

▸サービスの質の向上に向けて、職員が一丸となって取り組んでいる姿勢をアピールできま

す。

▸さらに、継続受審することにより、改善意欲の高さと、施設・事業所及び職員の成長を

知ってもらうことができます。

求職者に
アピールできる！

▸公表された評価結果により、求職者に対して「当該施設・事業所の理念・基本方針」や

「利用者に対する考え方」「福祉人材の確保・育成計画」「人事管理の体制整備」等を周

知・PRすることができます。

▸施設・事業所の見える化につながり、安定的な人材確保を促します。

受審事業者の声

＊第三者評価を受審し、評価結果を公表することにより、社会福祉法人が経営する社会福祉施設の措置費の弾力運用が可能

になる場合があります。ご不明な点については、法人所轄庁（大阪府、政令指定市及び中核市の法人所管課）にお問合せ

ください。

＊第三者評価の受審の際に、児童福祉分野では、次のサービス種別で補助金などの金銭的補助を受けることができます。

ご不明な点等については、各市町村の保育所・放課後児童健全育成事業の所管課にお問合せください。

・保育所（公定価格の加算として受審料の２分の1程度補助（上限15万円・5年に１回））

・放課後児童健全育成事業（子ども・子育て支援交付金による受審料の満額補助（上限30万円・３年に1回））

＊また、障がい福祉分野においては、令和３年度障がい福祉サービス等報酬改定において、就労継続支援A型の基本報酬

算定方法にスコア方式が導入され、そのスコア評価の一つとして「前年度末日から過去3年以内の第三者評価の受審状

況」が盛り込まれています。ご不明な点等については、各指定・指導権者にお問合せください。

～『信頼され、選ばれる事業所』をめざして～
■福祉サービス第三者評価って何？

☞福祉サービスを提供する施設・事業所のサービスの質について、公正・中立な第三者評価機関（大阪府認証）が専門的・客観的な

立場から評価を行う取組みです。

☞評価結果は、大阪府ホームページ等で公表され、利用者及びその家族等が施設・事業所を選択する際の情報資源となります。

■施設全体としての人員確保やPCネットワークの構築、各種支援マニュアルの整備、事業計画

の策定等については、ご指摘頂いた内容を各職員間で共有し、PDCAサイクルの継続実施につ

なげていければと思います。ありがとうございました。 【多機能型事業所】

■当園の特色や保育方針、当法人の運営理念などを評価調査員の方がとてもよく理解して下

さって丁寧に評価して頂きました。 【保育所】

■自己評価を通して、サービス内容の振り返りができ、また、評価機関の方から、多くのご意

見を頂戴でき、今後のサービスの向上に大変役立ちました。 【児童発達支援センター】

■自分たちが考えたサービスについての妥当性の検証ができた点、職員間で第三者評価につい

ての知識が深まる点、実際に担当する職員のレベルアップにつながっている点を感謝したいと

思っています。 【特別養護老人ホーム】



認証
番号

評価機関名 所在地 連絡先
評価実施分野

高齢 障がい ◎児童

270003
※

特定非営利活動法人

ふくてっく 大阪市阿倍野区 06-6652-6287 ● ● ●

270006 特定非営利活動法人

カロア 泉佐野市 072-464-3340 ● ● ●

270012
※

特定非営利活動法人

ニッポン・アクティブライフ・クラブ 大阪市中央区 06-6941-5220 ● ● ●

270025 株式会社

第三者評価 大阪市東淀川区 06-6195-6313 ●

270033
※

株式会社

H.R.コーポレーション 兵庫県西宮市 0798-70-0651 ● ● ●

270040
※

特定非営利活動法人

NPOかんなびの丘 堺市北区 072-255-6336 ● ●

270042
※

一般財団法人

大阪保育運動センター 大阪市中央区 06-6763-4381 ●

270048
※

特定非営利活動法人

エイジコンサーン・ジャパン 大阪市住之江区 06-6615-1250 ● ● ●

270049 特定非営利活動法人

評価機関あんしん 岸和田市 072-444-8080 ● ● ●

270050 一般社団法人

障がい・介護福祉事業支援
協会

大阪狭山市 072-121-8610 ● ●

270051 特定非営利活動法人

ほっと 堺市堺区 072-228-3011 ● ● ●

270052
※

一般社団法人

ぱ・まる 堺市堺区 072-227-4567 ● ● ●

270054 株式会社

ジャパン・マーケティング・エージェ
ンシー

大阪市中央区 06-6263-0141 ● ● ●

270056 一般社団法人

関西福祉サポート社中 大阪市淀川区 06-7777-1037 ● ● ●

270057 株式会社

ＥＭアップ 兵庫県西宮市 0798-65-3935 ●

270058 株式会社

評価基準研究所 東京都千代田区 03-3251-4150 ●

270059 株式会社

JAC機構 堺市西区 072-249-7882 ●

◆大阪府の認証評価機関一覧◆
（令和５年５月17日現在17機関）

※全国社会福祉協議会による全国共通の社会的養護関係施設等（児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、児童自立支援施設、
母子生活支援施設、ファミリーホーム及び自立援助ホーム）第三者評価機関認証を受けている機関 (１７機関中7機関)

担当：大阪府 福祉部 地域福祉推進室 地域福祉課 調整グループ
TEL（代表）06-6941-0351(内線2491)、（直通）06-6944-9167

URL:https://www.pref.osaka.lg.jp/chiikifukushi/daisansha/index.html

◎児童福祉分野については、保育所・児童館・放課後児童健全育成事業が対象。

https://www.pref.osaka.lg.jp/chiikifukushi/daisansha/index.html






盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業 
 

大阪府では、盲ろう者（視覚と聴覚に重複して重度の障がいがある人）の自立と社会参加を促

進するため、通訳・介助者を派遣しています。 

（地域生活支援事業の都道府県必須事業である「専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣

事業」の一つとして実施。） 

 

＜事業概要＞ 

１ 対象者 

  大阪府内に居住する、身体障がい者手帳の 1級又は 2級の盲ろう者 

 

２ 派遣対象  

 次の（１）から（３）のいずれにも該当しない場合に通訳・介助者を派遣します。 

 （１） 通勤、就業その他の反復継続的な活動に係るものである場合又は別の手段により通

訳・介助を受けることができる場合。ただし、次のイロハを除く。 

  イ 総合支援法に基づく同行援護を通訳・介助者以外の者から受ける場合であって、当該

同行援護を受けて行う活動のうち通訳に係るもの（＊） 

  ロ 総合支援法に基づく指定障害者福祉サービスに係るもののうち通所に係るものであっ

て、当該通所のための介助及び１日当たりの当該サービス利用時間のうち１時間に係

る通訳 

   ハ 反復継続的な活動のうち収入を得ないものであって、日常の当該活動のための移動の

介助を行う者（業務として当該介助を行う者を除く。）が病気その他のやむを得ない事情

によって当該介助を行うことができないと認められるもの 

（２） 通訳・介助者自らが車両又は自転車を運転して介助する場合 

（３） 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする場合 

（＊）  

「同行援護」との併用（同時利用）が可能です。 

     地域生活支援事業の市町村必須事業である、移動支援との併用等については、居住地

の福祉事務所または市町村障がい福祉担当課へお問い合わせください。 

 

３ 利用料 

派遣に要する費用は無料です。ただし、派遣を受けておこなおうとする活動に関して発生す 

る通訳・介助者の交通費、入場料、その他の費用については、利用者の負担となります。 

 

４ 利用申込 

原則として派遣を希望する１０日前までに通訳・介助派遣を申請してください。あらかじめ 

利用登録が必要ですので、登録を希望する方は「５お問合せ窓口」にお問い合わせください。 

 

５ お問合せ窓口 

  社会福祉法人 大阪障害者自立支援協会（盲ろう者等社会参加支援センター） 

 〒537-0025 大阪市東成区中道１丁目３番 59号 

  電話  06-6748-0587 

  FAX  06-6748-0589  

E-mail haken@daisyokyo.or.jp 

大阪府 HP https://www.pref.osaka.lg.jp/jiritsushien/jiritsushien/tuuyakukaizyosya.html 

mailto:haken@daisyokyo.or.jp
https://www.pref.osaka.lg.jp/jiritsushien/jiritsushien/tuuyakukaizyosya.html

